
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県地域包括ケア推進協議会 

目的 

 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に，要介護状態となっても，可能な限
り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう，医療・介護・予防・住まい・生活支
援のサービスが一体的に提供される「地域包括ケア」の全県的な体制構築及び推進に向け
て，県内の関係機関，団体等が連携・協力し，一体となって推進していくため，平成２７
年７月に「宮城県地域包括ケア推進協議会」を設立しました。 

目指すべき姿 

 

地域の人たち 
 

 近隣住民 自治会 
 町内会 老人クラブ 
 ボランティア 
 家族の会（相談・交
流） 
 ＮＰＯ法人 など 

 

連携 

 住まい 

本人・家族 

保健・医療関係機関 
 

病院 診療所（一般、歯
科） 
認知症専門医療機関 
訪問看護ステーション 
薬局 など 

地域の事業所 
 

 商店街 公民館 宅配業者 
 銀行・郵便局 小中学校 
 警察署・交番 など 
 （ＳＯＳネットワーク） 

福祉関係機関 
 

介護支援専門員 
特別養護老人ホーム・グループホーム
等の拠点施設 
訪問介護・通所介護事業者等 
社会福祉協議会 民生委員 など 

地域包括支援センター 
 

◆地域のネットワーク構築 
（生活支援・行方不明時の早期発見
等） 
◆総合相談、認知症専門相談 
◆ケアマネジメント支援 
◆介護予防、権利擁護 など 

コーディネート 
見守り 

地域包括ケアシステムの一層の充実・推進に取り組み， 
地域共生社会の実現を目指します。 

 

◯ 地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し，世代や分野を超えて「丸ごと」つながる

ことで，高齢者・子ども・障害者など全ての住民一人ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに創

る，高齢社会に対応した地域共生社会の実現を目指します。 

◯ その手段として，誰もが安心して，住み慣れた地域で可能な限り生活を続けられるよう医療・介護・

予防・住まい・生活支援などのサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの一層の充実・

推進を図ります。 



【講演】大橋謙策先生 

エアリハ落語 

認知症カフェ 

看護のお仕事紹介コーナー 
「地域共生社会の実現に向けて」 

日向亭 葵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県内の関係機関，団体等が連携・協力に向けて協議 

○地域包括ケア体制構築に向けたアクションプランの策定と事業の推進  

事業内容 

構成 

宮城県地域包括ケア推進協議会 

・・・  会長    宮城県知事 
      副会長   公益社団法人 宮城県医師会 会長 
     副会長     社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 会長 

・・・  幹事長   宮城県保健福祉部長  
     副幹事長  公益社団法人 宮城県医師会 副会長 
     副幹事長  社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 副会長 
     幹事（12 名） 一般社団法人 仙台市医師会 副会長 
      仙台市地域包括支援センター連絡協議会 会長 
      国立大学法人 東北大学 教授 
      学校法人栴檀学園 東北福祉大学 教授 
      公益社団法人 宮城県看護協会 専務理事 
      特定非営利活動法人 宮城県ケアマネジャー協会 理事・事務局長 
      一般社団法人 宮城県歯科医師会 常務理事 
      宮城県市長会 仙台市健康福祉局次長 
      一般社団法人 宮城県社会福祉士会 理事 
      宮城県町村会 理事・事務局長 
      一般社団法人 宮城県薬剤師会 副会長 
      宮城県老人福祉施設協議会 会長 

・・・  ①医療介護・多職種連携専門委員会   ②高齢者健康維持専門委員会 
    ③コミュニティ・生活支援専門委員会  ④在宅ケア基盤構築専門委員会 
    ⑤介護人材確保専門委員会       ⑥認知症地域ケア推進専門委員会 

（平成３０年３月２８日現在） 

役 員 

幹 事 

専門委員会 

主な取組（平成２９年度） 

平成２９年度 開催状況 
 
平成２９年 ４月２８日 介護人材確保専門委員会 
平成２９年 ６月１３日 総会 
平成２９年１０月１６日 高齢者健康維持専門委員会 
平成２９年１０月１７日 コミュニティ・生活支援専門委員会 
平成２９年１１月１１日 ケアフェスタ 2017 

平成２９年１１月２０日 医療介護・多職種連携 
専門委員会 

平成２９年１１月２２日 在宅家基盤構築専門委員会 
平成３０年 ２月 ６日 介護人材確保専門委員会 
平成３０年 ２月１４日 幹事会 

平成２９年１１月１１日（土）みやぎケアフェエスタ 201７ 

一般住民向け普及啓発として，「ケアの未来，介護の魅力」をテーマに，講演やステージ発表等を実施。 

 
 



構成団体及び専門委員会の構成 

①連携 ②健康 ③生活 ④基盤 ⑤人材 ⑥認知症

1 公益財団法人　介護労働安定センター宮城支部 ○

2 特定非営利活動法人　全国コミュニティライフサポートセンター ○

3 一般社団法人　仙台市医師会 ○ ○ ○

4 仙台市地域包括支援センター連絡協議会 ○ ○ ○ ○

5 仙台市民生委員児童委員協議会 ○

6 一般社団法人　仙台市薬剤師会 ○

7 仙台市老人福祉施設協議会 ○ ○

8 仙台弁護士会 ○

9 特定非営利活動法人　せんだい・みやぎNPOセンター ○

10 国立大学法人　東北大学 ○ ●

11 学校法人栴檀学園　東北福祉大学 ○ ○ ● ○

12 特定非営利活動法人　日本健康運動指導士会　宮城県支部 ○

13 公益社団法人　認知症の人と家族の会宮城県支部 ○ ○

14 一般社団法人　パーソナルサポートセンター H28.2.17 ○

15 公益社団法人　宮城県医師会 □ ● ○ ○ ○

16 宮城県医療ソーシャルワーカー協会 H28.2.17 ○

17 公益社団法人　宮城県栄養士会 ○

18 一般社団法人　宮城県介護福祉士会 ○ ○

19 宮城県介護福祉士養成施設協会 ○

20 公益社団法人　宮城県看護協会 ○ ○ ○

21 特定非営利活動法人　宮城県ケアマネジャー協会 ○ ○ ○ ○

22 宮城県言語聴覚士会 ○ ○

23 一般社団法人　宮城県作業療法士会 ○ ○

24 一般社団法人　宮城県歯科医師会 ○ ○ ○

25 一般社団法人　宮城県歯科衛生士会 ○

26 宮城県市長会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 社会福祉法人　宮城県社会福祉協議会 □ ● ○

28 一般社団法人　宮城県社会福祉士会 ○ ○ ○ ○

29 公益社団法人  宮城県柔道整復師会 H28.2.17 ○

30 宮城県商工会議所連合会 ○

31 宮城県商工会連合会 ○

32 公益社団法人　宮城県シルバー人材センター連合会 ○

33 宮城県生活協同組合連合会 ○ ○ ○

34 公益社団法人　宮城県精神保健福祉協会 ○ ○

35 宮城県地域包括･在宅介護支援センター協議会 ○ ○ ○

36 宮城県町村会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 特定非営利活動法人　宮城県認知症グループホーム協議会 ○ ○ ○

38 宮城県病院協会 ○

39 宮城県訪問看護ステーション連絡協議会 ○ ○

40 宮城県民生委員児童委員協議会 ○ ○

41 一般社団法人　宮城県薬剤師会 ○ ○

42 一般社団法人　宮城県理学療法士会 ○ ○

43 宮城県臨床心理士会 ○

44 公益財団法人　宮城県老人クラブ連合会 ○

45 宮城県老人福祉施設協議会 ○ ● ○

46 宮城県老人保健施設連絡協議会 ○ ○

47 みやぎ小規模多機能型居宅介護連絡会 ○ ○ ○

48 公立大学法人　宮城大学 ○

49 宮城県 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 23 16 17 13 16 13

※ 各専門委員会の名称は、①医療介護・多職種連携専門委員会、②高齢者健康維持専門委員会、③コミュニティ・生活支援専門委員会、

　　　　 ④在宅ケア基盤構築専門委員会、⑤介護人材確保専門委員会，⑥認知症地域ケア推進専門委員会となる。

※

※ 「⑥認知症」は，H30.3新設。

■幹事長　　□副幹事長　　●専門委員会委員長

参画時期が空欄の団体は，平成２７年７月２９日設立時からの参画

構成団体　（五十音順） 参画時期 幹事
専門委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成３０年６月１日現在） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組２：多職種連携体制構築の推進 

「多職種連携」プロジェクト 
 

  在宅医療での様々な場面に応じて，医療・介護が相互に連携する機会
の積極的な確保，多職種間における情報共有と相互理解，マネジメント機能
の強化などを行います。 
 

「介護予防・リハビリテーション推進」プロジェクト 
  
 全ての高齢者が介護予防に取り組むことができるよう，地域における通いの場等，拠点づ
くりを進め，高齢期においても生活機能の状況に応じた支援環境づくりを進めます。 

取組３：高齢者の健康維持・増進 

「地域支え合い」 プロジェクト 
 
災害公営住宅などで地域コミュニティを構築していくた
めの支援や地域活動の推進，また，高齢者や障害者等への
見守り・生活支援など，地域の支え合い体制の構築に向け
た取組などを行います。 

取組４：生活支援サービスの充実及び住まいの確保 

 

取組１：医療・介護基盤の確保 

「在宅医療・訪問看護推進」プロジェクト 
 
  在宅医療を促進していくために，在宅医療に従事する医師や看護
師等を育成・確保するとともに，連携体制の強化や参入促進のための取
組を進めていきます。 
 また，２４時間切れ目のないサービスが提供されるよう，医療・介護
従事者等への普及啓発や研修などを行います。 

      

（多職種人材育成研修会の様子） 

「アニメむすび丸 介護 
予防 PR バージョン」 

取組５：認知症地域ケアの推進 

「認知症地域ケア推進」プロジェクト 
  
認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続

けられるように，サポート体制の構築や交
流の場の創設などの取組を行います。 

「介護人材確保・養成・定着」プロジェクト 
 
 今後ますます利用の増加が見込まれる介護保険サービスについて，
担い手となる介護人材の確保・養成・定着を質・量の両面から一層強
化することで，安定的なサービス提供基盤を築きます。 

 

取組６：介護人材の確保・養成・定着 

 

事務局：宮城県保健福祉部長寿社会政策課 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 
電話：022-211-2552 FAX：022-211-2596 E-mail：chouju＠pref.miyagi.lg.jp 

専門委員会での検討結果をもとに，目指すべき方向性や，6 つのプロジェクト事業の具体的

な内容などを取りまとめたものです。  

（認知症カフェの様子） 

地域包括ケア推進アクションプラン 


